
参考資料   

2--1 

第8回社会保障審議会年金部会  

平 成 20年 5月 20日  

未納・未加入の状況等について   



公的年金制度の加入状況等について  

《公的年金加入者の状況（平成18年度末）》  

】矧入音  

万  

ち 業 苦  莞号被保険者  

万ノ 

手脂  
匡年  

（注）1平成19年3月未現在。第1号被保険者には、任意加入被保険者（32万人）を含めて計上している。  

2 公的年金加入状況等調査の平成13年鰭果及び平成16年結果を線型按分した推計値。  

3 未納者とは、24か月（17年4月－19年3月）の保険料が未納となっている者ユ  

4 平成18年3月末現在。  

5（）内は、時点が異なる数値を単純合計して得られた暫定値。  

【資料出所】  

「平成18年度国民年金保険料の納付状況  

と今後の取組等について」（社会保険庁）   



公的年金制度における未加入者・未納者数の推移  

○ 近年、未加入者・未納者数は減少。  

平成9   10  11  ほ  相  川  15  16  tT  18  

□未納書数（千人1 ■未加入蓉数〔千人）  

浅〕未納者とにL過去Zヰか月の保険料が未納となゥている着である骨  

法ヨ平家17年度め兼識者軌ま、不適正な免隙手続由影響杢捷録した教場である。  

注牌酎0rlヨ及び1緯度の未加入看軌ま、公的年金加入軒兄事調査による．＝他の年度の未加入蓄財ま、これらめ年度から阜掛こ線型按分したも恥  

【資料出所】  

「平成18年度国民年金保険料の納付状況  

と今後の取組等について」（社会保険庁）   



国民年金の未加入対策  

引こおいて＝9万  

2．転業転職による年金制度間での移行の際   
の対策  

1．制度未カロ入者への対策  

（1）20歳になった者全員に国民年金加入の   

通知をした上で、届出がない場合には職   

権で国民年金を適用（平成7年度～）  

（2）住基ネットを活用した未加入者の把握  

住基ネットを活用し、34歳到達時点等   
における未加入者の把握を行い、加入の   

届出勧奨を実施（今後実施予定）  

（1）企業を退職後、国民年金の届出がない者に、   
届出用紙を同封した通知を送付（平成10年度～）   

届出がない者には職権で国民年金を適用（平   

成17年8月～）  

（2）国民年金の資格喪失後、厚生年金への加入   
の届出がない者に対する通知（平成18年度～）  

（3）職業安定所との連携により、失業者に対する   
種別変更手続きの周知を徹底（平成16年10月   
～）   



国民年金保険料の未納対策①  

納付率向上に向けた戦略  

強制徴収の実施 ⇒不公平感の解消と波及効果  

納めやすい環境づ＜り   

○口座振替の推進  
○口座振替割引制度の導入（H174～）  

（口座振替率）  

16年度末  17年度末  18年度末  

37％ 一→ 40％ → 40％  
651万人  66（〕万人 642万人  

○任意加入者の口座振替の原則化  

1丁年廣   18年度   

最終催名状  172，440件  310．551件   

納付専  4a459件  102，335件  財産差押え  3，048件  11，910件   
納付督励の実施  

催告状（手紙）   
†れ7年貫 3，418万梓   

‖18年属1．拡ヨ万拝  
万拝実施可逆  
な珊を橋梁  

・臓■色伏は島b年慮⊂■宇山籍行した拝鶉  
・鵬財産差押ぇ帆平腐19年3月寺肥  

電  話   
l117年J  823万露   
1118年■  5ヰ5方陣  

効率化により強制徴収へ要員シフト  

戸別訪問（面談）   
I寸17年ま1．了了4万仔   
＝18有事1．627万露  Ot語納付督励の外部委託（Hl了4～数値目標設定）  

0面矧こよる納付督励に成果壬菊を導入（Hl了＿1U～）  

0市場化テストによる民間ノウハウの活用（Hl7．10～1   

（1丁年度）5陸所－・り8句儀）35箆所→ 4■19毎度）95地所  

（H20－4八ノ〕  

○コンビニ納付の導入（H16＿2～）  

（利用状況）  

16司≡度  17年度  18年腰  

347万件→ 589万件→749万件   

○インターネット納付の導入肝＝6＿4可  
（利用状況）  

16萄度  17年度  1E；年度  

丁万件 一 14万件一 24万件   

○クレジットカード納付の導入  
〔H19年度〈ノ）  

○税申告時の社会保険料控除証明書   
の添付義務化（HlTll～1  

集合徴収（呼出）   
【117年l暮 1．952万件   
1れ暑年虞1．1ヰ3万粁  

全社会保険事務所単位で行動計画の策定・進捗管理冊16．10～I  

免除などの周知一勧奨   

免除や学生納付特例（学生の聞の保険料納付を猶予し嶺で納付できるしくみ〕を周知・勧奨し、年金権を確保、  
年金額を増裾  

ハローワークとの連携による失業者への免除制度の周知（H16．1U～〕  0
0
0
0
0
 
 
 

若年者納付猶予制度の導入（H17＿4人■）  

免除基準の緩和・免除の遡及（H17．4′し）  
申請免除手続の簡素化（H18て～）  

多段階免除制度の導入（Hl已了～〕  

広報・年金教育等  
○年金制度の安心感、有利性をわかりやすく伝え国民の不安を払拭 ○学生・生徒に対し、年金制蔭の意義等に関する理解を促進 0拍んきん定期便等、きめ細かい情報・サービスの提供  

※下総矧ま、今般荒律等により新たに竃鵬した事項  

【資料出所】   

「納付率向上に向けた戦略」（社会保険庁）  
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国民年金保険料の未納対策②  

上 及び未 納者数減 少 へ の取 組（概意 図〕  

数 を 把 握  の 属 性 別 に 未  所 碍 層、未 納  期 間、年 齢、督 励 筆  

．一′ 

・班別増収を前靂蓮とした督励   
・白j堅凛背中講書受理1力  

搬庭  

■■－  

0短期未納者  

■速やかな初期村上芯及び   

2次対応喜含めた亀督   
励め連携   

亡文書一→電話→戸別（二碑  

り返し＝  

・√′0中長期未納者  ′■0短期未納者  

・速やかな初期対応及び  

2次期応を蔑めた各督  

励の漣摸   
ラニ’文書叫電／流叩・▼戸別く棒  

リi巨し∴二・  

．lノ■0中期未納者  

・各督励虎連携   
・口座・腹背申長篇書受理¢〕  
徹底   

鵜
舟
せ
爺
軸
ホ
（
中
神
箭
縛
V
 
 

・弓亀制徴収喜前提とした督励  
■口座振替申言爾書聖王翌の轍麓  

0皐段酷免除承鱒贅「1／－4，半乳3－㌻・■サ   ー承認と同㈲三納付督励を黒海  
鬼
操
書
中
轟
鰹
奨
由
i
二
度
蕗
滋
∵
 

写
口
腰
椎
以
外
 
 

0「申請免除（全窺・多段階）制度」の周知及び申請書の提出勧奨の徹底  
－ト18年虔所得情報による新たな納付園社寺に対する乳汁勧奨の徹底  
→ 撥続免除却下曹と1三村する速やかな納付督励及び昔年青銅村瀬予、多段階免緑申計齢奨の実施  

0「学生納付特例制度」「若年納付猶予制度」の周知及び申請書爵提出勧奨の徹底  
→18年塵所得什租【l≡よる新たな納付防紘曹臆封ずる申請艶奨の徹底  
→ 総統免除l三宅年き・却下普d三村ずる速やかな醐付督励逢び夢僚階免除申請数奨の実纏  

1 ‾－ 亡  7J】？之  1コ  Z4・  

【資料出所】  

「平成18年度国民年金保険料の納付状況   

と今後の取組等について」（社会保険庁）   



保険料滞納者の状況（1）  
《世帯の収入①》  

【資料出所】   
国民年金被保険者実態調査  

（平成17年）  

．－・・、・－・・・∴  － ．  ∴ l  
《本資料の留意点》  

l  

毒＊1 

．二 
； が異なる。  
l  

t   

；＊2納付者とは、「過去2年間の納付対象月が1ケ月以上ある看であって、保険料を1ケ月以上納めた者」をいう。 l  
■■■一一－－－■■－■一一－－一一－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－t－－－t t－－一一－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－t－－－－－t－－－－一－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－一－－－－■■●●■■一一■‾   



保険料滞納者の状況（2）  
《世帯の収入②》  

、ヰ・・・・ミー㌧∵∴÷∵・ぺ′lヂミニこ一‡一子∴こ一三十‾  
【資料出所】  

「国民年金被保険者実態盲調査」（平成17年）   



保険料滞納者の状況（3）  
《本人の就労状況》  

○ 就労状況をみた場合、「常用雇用」と「臨時－パート」で、滞納者の占める害Ij合が多い。  

○ 特に「臨時りぺ－ト」では、学生納付特例と全額免除者が多く、完納者の割合が少なくなって   

いる。  

○ 滞納者のうちでは、「臨時・パート」と「無職」の占める割合が多い。  

（け7％）  （10．5％）  （12．1％）  （24．9％）  （31．2％）  

【資料出所】  
「国民年金被保険者実態調査」（平成17年）  
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保険料滞納者の状況（4）  
《国民年金保険料を納付しない理由①》  

齢階級別保険料を納付しない理由（滞納者）  年齢階級別保険料を納付しない理由（滞納者）  

単位：％）  嘩位二％）  

元々所得が少な  失業、事故など  
総 数   いから  により所得が低  

下したから   

1号期間滞納者総数   100．0  61．2  15．1  17．5  6．2   

20～24歳   100．0  70．5  6．4  13．0  10．0   

25～29歳   100，0  66．5  12．7  14．3  6．4   

30～34歳   100．0  60．6  15．3  17．1  7，1   

35～39歳   100．0  57．8  15．2  22．7  4．3   

40－44歳   100，0  51．9  19．0  25．3  3．8   

45～49歳   100．0  55．0  20．5  20．8  3．7   

50～54歳   100．0  54．8  20．9  19．8  4．5   

55～59歳   100．0  51，1  29．9  16．6  2－4   

年金制匿  
の将来が  
不安・信  
用できな  
い  

社封栗険 庁明言用 できない  

保険料が  

高く、経  
済的こ支  
払うのが  
困雉  

これらヽら  
保卿斗を  
納めても  
力肌期間  
が少な  

く、年金  
がもらえ  
ない  

す召＝年  

金を爵ナ  
る碧牛を  
満たして  
いる  
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Ⅹトゼ4歳  

諮′・■蟄歳  
罰山糾歳  
慾～謝歳  

亜（J叫歳  

亜～亜歳  

別～糾歳  

5′竜9歳  

注1，回答不詳以外の者に対する割合である。  

注2．「保険料が高〈、経済的に支払うのが困難」と回答した者を集計している。  

【資料出所】  

「国民年金被保険者実態調査」（平成17年）   



保険料滞納者の状況（5）  
《国民年金保険料を納付しない理由②》  

○ 保険料を納付しない理由としては、「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」が最も多   
かったが、これを世帯の総所得金額階級別にみると、すべての所得金額階級において、「保   

、経済的に支払うのが困難」が最も高い割合となっており、世帯所得金額が川00   

万円以上であっても、半数以上を占める。（図③）  

図③ 世帯総所得金額階級別保険料を納付しない理由（滞納者）  

1．000万円以上  

500～1，000  

□保険料が高い   

口年金額不明・少ない   

□年金制度の将来不安   

口社会保険庁が信用で   
きない  

囲その他  

200～500  

0～200万円未満  

所得なし  

0％  20％  40％  

注 回答不詳以外の者に対する割合である。  

【資料出所】  
「国民年金被保険者実態調査」（平成17年）  
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保険料滞納者の状況（6）  
《保険料を納付しないことについての意識》  

○ 年齢階級別に、保険料を納付しないことについての意識をみると、「もう少し生遣に姐と延   
できれば保険料を 納めたい」と回答している者が約6割となっており、生齢が上がるlこつれ高   
くなる傾向にある。（図①）  

○ 世帯の総所得金額階級別に、保険料を納付しないことについての意識をみると、HJう少し   
生活にゆとりができれば保険料を 納めたい」とした者の割合は、所得が1，000万円以上でも   
半数以上となっている。（図②）  

図②世帯総所得金額階級別保険料を納付しないことについての意識  

（滞納者）  

図① 年齢階級別保険料を納めていないことについての意識（滞納者）  

（単位：％）  

もう少し生活に  

総 数   ゆとりができれ   
たい   もリ   る考えはない  ない   

1号期間滞納者総数  
20～24歳   こ■  二l，： ，   

25～29歳   100．O1   60．O1   8．1   16．0  7．8  8．0   
30～34歳   100．O1   59．81  10，5  16．0  7tO  6・了   

35～39歳  
40～44歳  1  

45～4g歳  

50～54歳  

55～59歳   100．O1  65，71  4．9  9．5  6．7  1．2  

1．000万円以上  

500～1，000  

200～500  

0～200万円未満  

所得なし  

D生活にゆとりができ  れば納めたい  

口意義や有利な   

解できれば納める  
ロ制度や社会保険庁を   
信用できない  

ロ国民年金をあてにし   
ていない  

画その他  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

注 回答不詳以外の者に対する割合である。  

【資料出所】  
「国民年金被保険者実態調査」（平成17年）   
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≪参考資料≫  

国民年金保険料の納付状況等の推移及びその分析  

①平成9年夜以降、全ての市町村において20歳到達看で加  
入手続を行わない者に対する職権適用（国民年金手帳の送  

付）が行われた結果、未加入者（注）数が大幅に減少  

（注）「未加入者」とは、国民年金の第1号被保険者に該当するが、加入   

手続を行っていないため、買1号被保険者として把握されていない肴   

②平成13年度以前（地方分権前）には∴現在の免除基準に  

は該当しない看であっても、特例で免除が認められていた  

（特例免除）  

（例）免除基峯上非免除となるが所得が低いと考えられる者   

○①未加入者の影響、壇雄寺側免除の影響を排除して納付率  

を算出することにより、市町村が保険料を徴収していた時代  

の納付率を現在と同じ条件で比較することが出来る（し、わば   

実力ベースの納付率）。  

（注）未加入者及び特例免除を分母に加えることにより、納付率の比較  

を行う。   

○ 平成9年度の納付率（79．6％）について、「実力ベース」での   

納付率を計算すると、次のとおり  

●未加入者の影響を排除 →過ユ墜   

●未加入者及び特例免除の影響を排除 －→ 鍋．9％  

未加入者及び免除者を考慮した納付率  

0  

00㊥5 も ㊤ 8 9 ⑲1t12⑲14 －5ゆ1了 柑  

⊂コ こ未加入音数 〈千人）・■¶ 納付串  一着】未加入看を考慮した納付事  

‥ト 未加入者及び特例免除の影響を様除した納付串  

（注）平成4．7．10．13及び16年度の未加入音数は公的年金加入状況等調査による。   

他の年度における未加入音数ほ、これらの年度から単組こ線型按分したもの。  

【資料出所】  

「平成18年度国民年金保険料の納付状況   

と今後の取組等について」（社会保険庁）   
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